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介護予防支援に関する重要事項説明書 

  

 介護予防支援等業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説

明しますので、わからないこと、わかりにくいことなどがあれば、遠慮なく質問をしてくだ

さい。 

 

１ 指定介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの目的 

指定介護予防支援および介護予防ケアマネジメント（以下、「介護予防支援等」という。） 

は、利用者の心身の状態等に応じた適切な介護予防サービス計画または介護予防・生活支援サ

ービス計画（以下、「介護予防サービス計画等」という。）の作成またはケアマネジメントを

行い、作成された介護予防サービス計画等に沿った指定介護予防サービスまたは介護予防・

生活支援サービス等の提供を確保し、当該サービス事業者との連絡調整その他の便宜を図り、

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的とします。 

 

２ 相談窓口等 

地域包括支援センター（以下、「事業者」という。）が提供する介護予防支援等についての 

相談窓口および連絡先は４のとおりです。ご不明な点は、遠慮なくおたずねください。 

 

３ 担当職員 

利用者への介護予防支援等については、４の事業者の介護支援専門員等が担当します。な 

お、介護予防支援等を指定居宅介護支援事業者に一部業務委託する場合には、当該事業者の 

従事者が担当します。 

 

４ 指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センター 

センター名称 
南葛西 熟年相談室 

みどりの郷福楽園 
介護保険指定番号 

（東京都指定番号） 

1302300114 

法 人 名 社会福祉法人 江戸川豊生会 

所 在 地 
東京都江戸川区南葛西４－２１－３ 

東京都江戸川区臨海町１－４－４（分室） 

担当者名 
              電話 03-5659-5353 03-5659-4122（分室） 

            FAX 03-6808-3848 03-5659-4132（分室） 

営業日 
月曜日～土曜日 

※日曜・祝日・12/29～1/3 は休業 
営業時間 9：00～18：00 

職員体制 
主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士、認知症地域支援推進員 

介護支援専門員、事務員等 
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５ 当事業所の介護予防支援等の特徴等 

① 運営の方針 

  地域で生活する要支援状態の方々が安心して生活を継続出来るよう、また、適正な利用 

が出来るように公正中立な立場で情報を提供し、心身の状況・置かれている環境を勘案し、 

利用者の要望を最大限反映させた介護予防サービス計画書等を作成していきます。計画作 

成時には、効果的な自立支援が図られるようにご提案致します。計画には介護予防サービ 

ス及び介護予防・生活支援サービスだけでなく、地域の社会資源も活用し、利用者のため 

になる計画作成を心がけます。利用者は、介護予防サービス計画等に位置付けるサービス 

事業所について、複数の事業所の紹介や、その選定理由の説明を求めることが出来ます。 

 利用者が安定した生活を送れるように計画を作成し、その計画が適切に実施されているか 

随時確認し、事業者との連携を図り、現実に即した対応が出来るよう心がけます。 

② 介護予防支援等の実施概要等 

  介護予防支援等を行うにあたり、東京都推奨版のサービス計画書等を使用し、情報収集 

から計画作成、評価までを行います。利用者の要望だけでなく、自立支援にむけた積極的 

なアドバイスを行います。 

③ 医療等との連携 

  介護予防支援等を行うにあたり、医療等関係機関との連携を図ります。 

・スムーズに連携を図るため、医療機関に入院されましたら、入院先の医療機関に対し 

担当相談員の氏名等をお伝えください。 

・利用者が医療系サービスの利用を希望する場合、主治医へ意見を求めます。また意見 

を求めた医師等に対し介護予防サービス計画等作成後に計画書を交付します。 

・訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリン 

グ等担当相談員等が把握した利用者の状態等について、主治医等に必要な情報を伝達 

致します。 

・介護保険と同時に障害福祉制度を利用する場合、相談支援専門員等と連携を図ります。 

 

６ 介護予防支援等の類型及び利用料金 

類型 内容 利用料金 

介護予防支援 

指定介護予防給付サービスを利用する場合ま

たは指定介護予防給付サービスと介護予防・生

活支援サービスを併用する場合に適用する。 

５の全内容を実施 

５，０３８円 

初回加算 

３，４２０円 

委託連携加算 

３，４２０円 

介護予防ケアマネジ

メント 

介護予防・生活支援サービスのうち、指定予防

訪問介護および指定予防通所介護に相当する

サービスまたは区が実施する通所型の短期集

中型サービスを利用する場合に適用する。 

５の全業務を実施。 

５，０３８円 

初回加算 

３，４２０円 

委託連携加算 

３，４２０円 

【ご注意】 

※ 介護保険または生活保護法の規定による介護扶助の適用者となる場合、上記の介護予防
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支援の内容にかかる利用料は不要です。 

※ ただし、介護保険が適用される場合であっても、利用者の保険料滞納等により、法定代

理受領ができない場合には、いったん料金をお支払いいだき、サービス提供証明書を発

行することになります。この証明書を江戸川区の窓口に提出すると払い戻しされる場合

があります。 

 

７ 利用者の居宅への訪問頻度のめやす 

担当職員（または居宅介護支援事業所の介護支援専門員）が利用者の状況把握のため、利 

用者の居宅に訪問する頻度は、おおむね 3 ヶ月に 1 回(テレビ電話装置その他の情報通信機

器を活用したモニタリングを実施した場合 6ヶ月に 1回)となります。（サービスの提供を開

始する月、提供開始月の翌月から起算して 3ヶ月に 1回などがめやすになります。） 

但し、上記の回数以外にも、利用者からの依頼や介護予防支援等業務の遂行に不可欠と認 

められる場合は利用者の居宅を訪問します。 

   

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

  事業者及び事業者が使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家 

族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、 

契約が終了した後も継続します。 

 ② 個人情報の保護について 

  事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議におい 

て、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらか 

じめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いませ 

ん。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良 

な管理者の注意を持って管理し、また、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとし 

ます。 

 

９ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の発生またはその再発防止をするために、 次

に掲げるとおりに必要な措置を講じます。 

(１) 虐待防止に関する担当者：   長谷川 真   

 

(２) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業 

者に周知徹底を図っています。 

(３) 虐待防止のための指針の整備をしています。 

(４) 従業者に対して虐待を防止するための定期的研修を実施しています。サービス提供 

中に、当該事業所従事者又は養護者（現に養護をしている家族・親族・同居等）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを江戸川区に通報

します。 
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１０ 感染症の予防及びまん延防止について 

 (１) 事業所は感染症の発生と、まん延を防止するために必要な措置を講じます。感染症

の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６ヶ月に１回以上開

催し、事業所内で周知徹底します。 

 (２) 感染症及びまん延の防止のための指針の整備 

(３) 感染症及びまん延の防止の為の研修会及び訓練を定期的に実施 

 

１１ 業務継続計画について 

感染症や非常災害の発生でもご利用者への居宅介護を継続的に実施するためと、非常時の

体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じます。 

(１)事業所内で業務継続計画を周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施します。 

(２)定期的に業務継続計画の見直しと変更をします。 

 

 

１２ 介護予防支援等業務に関する相談･苦情について 

（１） 当事業所の介護予防支援に関するご相談・苦情等を下記にて承ります。 

   担当窓口：  長谷川 真  電話 ０３－５６５９－５３５３ 

   第三者委員： 松崎 勝   電話 ０３－３２２１－６０８０ 

          奈良 由貴  電話 ０９０－３３１１－９６７４ 

(２) その他 

【地域包括支援センターの窓口】 

所 在 地 東京都江戸川区南葛西 4-21-3 

      東京都江戸川区臨海町 1-4-4（分室） 

電話番号 03-5659-5353 03-5659-4122（分室） 

ＦＡＸ番号 03-6808-3848 03-5659-4132（分室） 

受付時間 月～土 9：00～18：00 

【区の窓口】 

江戸川区介護保険課事業者調整係 

所 在 地 江戸川区中央 1-4-1 

電話番号 03-5662-0032  ＦＡＸ番号 03-5663-5172 

受付時間 8:30～17:15（月～金） 

【公的団体の窓口】 

東京都国民健康保険団体連合会 

所 在 地 東京都千代田区飯田橋 3-5-1  

東京区政会館 11階 

電話番号 03-6238-0011 

受付時間 9:00～17:00（月～金） 
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１３ 重要事項の説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日  令和    年    月    日 

 

上記内容について、事業者は介護予防支援等の提供開始にあたり、利用者に説明を行いま

した。 

 

※令和３年度介護報酬及び基準改定等に伴う文書簡略化等に鑑み、記名（印字、ゴム印又は

代筆）の場合のみ要押印とし、署名の場合は押印を省略とします。 

 

事業者 

所 在 地 
東京都江戸川区南葛西 4-21-3 

東京都江戸川区臨海町 1-4-4（分室） 

法 人 名 社会福祉法人 江戸川豊生会 

代表者名 理事長  柳内 光子 

事業所名 南葛西 熟年相談室 みどりの郷福楽園 

説明者氏名       印 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

 

利用者 

住 所 
 

氏 名        印 

代筆者 

住 所 
 

氏 名        印 

家族 

住 所 
 

氏 名        印 

 


